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  令和元年 第９回帯広市教育委員会会議録 

 

１． 令和元年 ７月２２日 月曜日  １７時３０分 ～ １８時１０分 

帯広市教育委員会会議を帯広市役所 教育委員会室に招集する。 

 

２．本日の出席委員 

教 育 長       嶋  﨑 隆 則 

教 育 委 員       田  中 厚 一 

教 育 委 員       藤  澤 郁 美 

教 育 委 員       佐々木 しゅり 

教 育 委 員       塩野谷 和 男 

 

３．本日の議事日程  

日 程 第 1  会議録署名委員の指名について 

日 程 第 2  議案第 23 号  帯広市立高等学校学則の一部改正について 

日 程 第 3  議案第 24 号  帯広市社会教育委員の委嘱について 

日 程 第 4  報告第 22 号  大空地区義務教育学校開校の取り組みについて 

日 程 第 5  報告第 23 号  帯広市文化財審議委員会委員の委嘱について 

日 程 第 6  報告第 24 号  帯広市民文化ホール運営審議会委員の委嘱について 

日 程 第 7  報告第 25 号  帯広百年記念館運営審議会委員の委嘱について 

日 程 第 8  報告第 26 号  帯広市スポーツ推進審議会委員の任命について 

日 程 第 9  その他（1）  今後の事業予定について 

  その他（2）  寄附受納について 

    その他 
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嶋﨑教育長  ただいまから、令和元年第９回帯広市教育委員会会議を開会い

たします。 

  出席委員は全員であります。 

  会議は成立しております。 

  ここで諸般の報告をいたします。 

  （佐藤企画総務課長 報告） 

  日程第１、会議録署名委員の指名を行います。 

  会議録署名委員は、田中委員及び藤澤委員を指名いたします。 

   日程第２、議案第２３号、帯広市立高等学校学則の一部改正につ

いてを議題といたします。 

  直ちに説明を求めます。 

中野 部長  議案第２３号、帯広市立高等学校学則の一部改正につきましてご

説明いたします。議案書は１ページになります。本案は不正競争防

止法等の一部を改正する法律の施行により、日本工業規格の名称が

日本産業規格に改められましたことに伴い、様式の用語を整理する

とともに、本則中、体罰は加えないとの表現が学校教育法において

も既に禁止が明記されておりますことから、これを削除するほか、

各条項の文言を整理しようとするものでございます。よろしくご審

議いただきますようお願いいたします。 

嶋﨑教育長  これから質疑に入ります。 

各 委 員  ありません。 

嶋﨑教育長  別になければ、質疑を終結します。 

  お諮りいたします。 

  議案第２３号、帯広市立高等学校学則の一部改正については、原

案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

各 委 員  異議なし。 

嶋﨑教育長  ご異議なしと認め、議案第２３号は決定されました。 

  日程第３、議案第２４号、帯広市社会教育委員の委嘱についてを

議題といたします。  

  直ちに説明を求めます。  

草森 部長   議案第２４号、帯広市社会教育委員の委嘱についてご説明いたし

ます。議案書１７ページをご覧ください。本案は帯広市社会教育委

員の任期満了に伴い、社会教育法第１５条及び帯広市社会教育委員

の定数及び任期に関する条例の規定に基づき、朝倉洋一氏外１９名

を新たに委嘱しようとするものであります。委員の選出にあたりま

しては、学校教育関係者６名、社会教育関係者１１名、家庭教育関

係者１名、外２名は一般公募により学識経験者を選出しております。

委員構成につきましては、新任４名、再任１６名となっております。

最後に委員の任期につきましては、令和元年８月１日から令和３年

７月３１日までの２年間であります。以上よろしくご審議賜ります
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ようお願いいたします。  

嶋﨑教育長   これから質疑に入ります。 

各 委 員  ありません。 

嶋﨑教育長  別になければ、質疑を終結します。 

  お諮りいたします。 

  議案第２４号、帯広市社会教育委員の委嘱については、原案のと

おり決定することにご異議ありませんか。 

各 委 員  異議なし。 

嶋﨑教育長  ご異議なしと認め、議案第２４号は決定されました。 

  日程第４、報告第２２号、大空地区義務教育学校開校の取り組み

についてを議題といたします。 

  直ちに説明を求めます。 

中野 部長  報告第２２号、大空地区義務教育学校開校の取り組みについてご

報告いたします。議案書２１ページになります。平成３１年２月に

策定いたしました、大空中学校適正規模の確保等に関する実施計画

に基づき、現在の取り組み状況及び義務教育学校開校までのスケジ

ュール等をご報告するものでございます。それでは議案書２３ペー

ジをご覧ください。１．これまでの経過としまして、大空小学校と

大空中学校を統合し、施設一体型の義務教育学校を開校することと

した経緯及び大空地区義務教育学校準備協議会の設置について説明

をしてございます。２．大空地区義務教育学校準備協議会による取

り組みでは、ＰＴＡの代表から小中の校長及び教頭までの合計１８

名で構成しており、任期は開校の前年度末までとしてございます。

次に（２）準備協議会のこれまでの検討状況及び今後の予定では、

校名の選定、施設の改修、通学路の危険個所等について協議を行い、

令和２年度、３年度には校歌・校章や学校の歴史・伝統の保存方法

などについて協議をする予定となってございます。３．開校までの

スケジュールとしましては、今年度、学校施設整備に係る実施設計、

小中一貫教育の推進、コミュニティ・スクールの導入、学校設置条

例の改正などを行ってまいります。令和２年度には学校長寿化改修

及び増築工事、令和３年度には開校を翌年に控えて通学路の安全対

策、小中学校の閉校式の実施などを行い、令和４年度には義務教育

学校の開校、並行してグラウンド・外構の整備などを行う予定とな

ってございます。次に４．校舎等整備概要につきましては、現大空

中学校を増築及び長寿命化改修を実施いたします。裏面の配置図、

平面図をご覧ください。今後、実施設計の進捗によりまして、若干

の変更が生じる場合がございますけれども、敷地の面積は約 2 万 8

千㎡で、左側の配置図の中には増築部分を斜線で表してございまし

て、校舎で 3,416 ㎡、屋体で 737 ㎡をそれぞれ増築いたします。次

に右の平面図をご覧ください。１階に図書室兼パソコン室、他に音
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楽室、特別支援学級の普通教室など、２階、３階には通常学級の普

通教室や屋内運動場、相談室などを配置いたします。既存校舎の改

修といたしましては、屋根・玄関等の改修、内装関係の改修、多目

的トイレの設置など、屋体の改修では、屋根や床、暖房設備等の改

修を行う予定です。今後の予定としましては、本日の教育委員会会

議を経まして、明日開催の建設文教委員会にて、理事者報告を行う

予定となってございます。説明は以上です。 

嶋﨑教育長  これから質疑に入ります。 

藤澤 委員  開校までのスケジュールの中にコミュニティ・スクールの導入と

あります。既に準備をされていると思いますが、小中一貫を想定し

て行われているのか、小と中は別々に行われているのかお聞きした

いと思います。 

福原企画監  大空小中のコミュニティ・スクールにつきましては、義務教育学

校開校を睨みまして、大空小中を合わせた形のコミュニティ・スク

ールを今年の１０月１日にスタートする計画でございます。 

藤澤 委員  ありがとうございます。 

佐々木委員  今まで聞いたことがなかったのですけれど、ＰＴＡの方々との話

はかなり進んでいると思います。令和４年度から開校となると、今

いる在校生の子どもたちが義務教育学校に通うことになると思うの

で、かなり環境も変わることになると思います。子どもたちへの説

明はどこまでされているのか教えていただけますか。 

福原企画監  学校には具体的には聞いていないのでわからないのですが、今も

体力テストを合同で行ったり、漢字の検定テストを一緒に行うなど、

交流を盛んにしながら、子どもたちが一緒になることでの環境の変

化がないように取り組みを進めております。他に交流授業という形

で、英語の授業に中学校の先生が小学校へ出向いて行っております。 

佐々木委員  付け加えまして、子どもとはいえ、自分たちが通う学校が大きく

変わることなので、大人がすべて進めていて、気がついたら自分た

ちの学校の名前も制度も変わっていたという感覚を持ってほしくな

いと思います。子どもたちにも、少し先の話だけれど、これから私

たちの学校は、こういうシステムに変わっていくことや名前も変わ

るなど、決まってからでもいいので、簡単に話しておいてもいいの

ではないかと思います。 

中野 部長  今いただきましたご意見は、大変重要な視点だと思います。これ

まで特に保護者の方々を中心に学校通信などを通じ、ご説明してま

いりましたけれど、一定の内容が煮詰まった段階で学校とも相談し

ながら、児童生徒の皆さんにも説明の機会を設けてまいりたいと考

えております。 

佐々木委員  よろしくお願いします。 

嶋﨑教育長  校名の募集については、児童生徒の皆さんにもお願いしています
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ので、そういった取り組みもしております。 

塩野谷委員  新しく義務教育学校になるわけですけれど、どのような学校にな

るのか私自身もよくわからないところがあります。例えば行事につ

いて、運動会を１年生から９年生まで一斉に行うのか、また、卒業

式などはどうするのか、教科書にしても、今までと同じものを使用

するのか、別のものになるのかわかりませんが、これから協議会で

決めていくのか、もう既に決まっているのか。既に決まっているの

であれば、保護者の方にもお知らせしてもいいと思いますが、どう

なのでしょうか。 

福原企画監  教科書につきましては、前期課程、後期課程、小中とも変わらず

同じものを使用していきます。現在、小中一貫の関係で教職員の方

で専門的な部会を立ち上げております。学校行事については、今の

ご質問の運動会や体育祭、文化祭、学習発表会などについて、どの

ように取り組んでいくか、令和４年には間に合うようなスケジュー

ルで議論していただいております。 

塩野谷委員  ありがとうございます。 

藤澤 委員  大空の方にお聞きした話で、玄関の配置について、今の中学校の

玄関を使用することになると道路沿いのため、冬期間に道路が凍結

した場合など、中学生はそこまで気を配らなくても大丈夫かもしれ

ませんけれど、小学校低学年だと登下校時は危ないのではないかと

いうお話がありました。そのことについて、協議された経過はござ

いますか。 

福原企画監  準備協議会の中でも、通学路の安全対策について、玄関の入口な

どについても様々なご意見をいただいたところでございます。今後、

配置も含めて考えていきたいと思っております。左側の配置図をご

覧いただくと、カーブの近くに入口があるのですが、特に冬期間は

そこに車を停めないように、東側に車を停めるような形で検討した

いと考えております。校舎の南側を子どもたちが行き来する形にし

て、１年生から９年生までおりますので、安全対策については十分

に考えていきたいと思っております。 

藤澤 委員  ありがとうございます。 

田中 委員  先ほどの佐々木委員のお話と同じで、私もお願いをしようと思っ

ておりました。これからの流れの中で、児童生徒が意見を言える場

を作って、自分たちの学校だという意識をしっかり持ってもらえる

仕組みを作ったらいいのではと思っておりました。教育長から校名

の募集の話から、そういう流れになっていることをお聞きして、良

かったと思って聞いておりました。もう１点確認したいことは、令

和３年に学校の歴史・伝統の保存方法の協議ということですけれど、

確か三中、六中の時に、それぞれの歴史を保存するスペースを作っ

たと思うのですが、まだこれからの議論なので何とも言えないでし
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ょうけれど、それを含めた平面図だと理解してもいいのでしょうか。 

福原企画監  平面図に位置付けがされていないのですけれども、１階の昇降口

の横に地域交流スペースがあります。そういったところを活用しな

がら、学校の歴史、または地域の歴史も含めて、展示することをイ

メージしております。 

田中 委員  ありがとうございます。 

嶋﨑教育長  他になければ、質疑を終結し、本件を終了します。 

  日程第５、報告第２３号、帯広市文化財審議委員会委員の委嘱に

ついてを議題といたします。 

  直ちに説明を求めます。 

草森 部長  報告第２３号、帯広市文化財審議委員会委員の委嘱についてご説

明いたします。議案書２５ページであります。本案は帯広市文化財

審議委員会の委員の任期満了に伴い、帯広市文化財保護条例第４条

の規定に基づき、安藤日出通氏外９名を新たに委嘱いたしましたの

でご報告するものであります。委員１０名は２７ページの委員名簿

の備考欄に記載しております、各専門分野に係わります学識経験者

から選出しており、うち２名は一般公募により選出しております。

また、委員構成につきましては、新任４名、再任６名となっており

ます。最後に委員の任期につきましては、令和元年７月１日から令

和３年６月３０日までの２年間であります。報告は以上です。 

嶋﨑教育長  これから質疑に入ります。 

各 委 員  ありません。 

嶋﨑教育長  別になければ、質疑を終結し、本件を終了します。 

  日程第６、報告第２４号、帯広市民文化ホール運営審議会委員の

委嘱についてを議題といたします。 

  直ちに説明を求めます。 

草森 部長  報告第２４号、帯広市民文化ホール運営審議会委員の委嘱につい

てご説明いたします。議案書２９ページであります。本案は帯広市

民文化ホール運営審議会委員の任期満了に伴い、帯広市民文化ホー

ル条例第１４条の規定に基づき、岡田昭佳氏外１１名を新たに委嘱

いたしましたのでご報告するものであります。委員１２名につきま

しては、３１ページの委員名簿の備考欄に記載の各専門分野に係わ

ります学識経験者から選出しており、うち２名は一般公募により選

出しております。また、委員構成につきましては、新任１名、再任

１１名となっております。最後に委員の任期につきましては、令和

元年７月１日から令和３年６月３０日までの２年間であります。報

告は以上です。 

嶋﨑教育長  これから質疑に入ります。 

各 委 員  ありません。 

嶋﨑教育長  別になければ、質疑を終結し、本件を終了します。 
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  日程第７、報告第２５号、帯広百年記念館運営審議会委員の委嘱

についてを議題といたします。 

  直ちに説明を求めます。 

草森 部長  報告第２５号、帯広百年記念館運営審議会委員の委嘱についてご

説明いたします。議案書は３３ページであります。本案は帯広百年

記念館運営審議会委員の任期満了に伴い、帯広百年記念館条例第 

１２条の規定に基づき、阿部玲子氏外１９名を新たに委嘱いたしま

したのでご報告するものであります。委嘱した委員は、それぞれご

専門分野の学識経験者１６名、学校教育、社会教育、家庭教育に係

わります４名から選出しており、うち１名は一般公募により選出し

ております。委員構成につきましては、新任が９名、再任が１１名

となっております。最後に委員の任期につきましては、令和元年７

月１日から令和３年６月３０日までの２年間であります。報告は以

上です。 

嶋﨑教育長  これから質疑に入ります。 

各 委 員   ありません。 

嶋﨑教育長  別になければ、質疑を終結し、本件を終了します。 

  日程第８、報告第２６号、帯広市スポーツ推進審議会委員の任命

についてを議題といたします。 

  直ちに説明を求めます。 

葛西 室長  報告第２６号、帯広市スポーツ推進審議会委員の任命についてご

説明いたします。議案書３７ページであります。本案は帯広市スポ

ーツ推進審議会委員の任期満了に伴い、スポーツ基本法第３１条、

並びに帯広市スポーツ推進審議会条例第２条及び第３条の規定に基

づき、上田和聡氏外１４名を新たに任命したので報告するものであ

ります。任命した委員は学識経験者から選出しており、うち１名は

一般公募により選出しております。委員構成につきましては、新任

６名、再任９名となっております。最後に委員の任期につきまして

は、本年７月１日から令和３年６月３０日までの２年間であります。

報告は以上です。 

嶋﨑教育長  これから質疑に入ります。 

各 委 員  ありません。 

嶋﨑教育長  別になければ、質疑を終結し、本件を終了します。 

  日程第９、その他に入ります。 

  その他（１）今後の事業予定についてを議題といたします。 

  直ちに説明を求めます。 

山下調整監  学校教育部の７月の主な事業予定についてご説明いたします。議

案書４１ページをご覧ください。企画総務課では、８月２３日２４

日に旧学校給食共同調理場におきまして、希望者に小学校で児童が

使用していた木製机・椅子を無償提供いたします。教育研究所では、
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ご覧の日程で夏季教員研修講座を行います。以上です。 

森川調整監  続きまして、生涯学習部の主な事業予定につきましてご説明いた

します。４２ページ、生涯学習課では、帯広市民大学講座「ＡＩの

時代をいかに生きていくか」など３講座をご覧の日程で予定してお

ります。文化課では、０歳から入場できるこどもオペラ「ヘンゼル

とグレーテル」を８月３１日に文化ホールで予定しております。次

に４３ページ、図書館では、とかちジュニア文芸の作品と表紙絵の

募集を８月１日から１０月１０日まで予定しております。百年記念

館では、特別企画展、十勝開拓日記を８月１０日から９月２３日に

予定しております。４６ページ、動物園では、夜９時まで開園する

「よるの動物園」を８月３日４日に予定しております。４７ページ、

スポーツ振興室では、２０１９プロ野球パ・リーグ公式戦、北海道

日本ハムファイターズ対埼玉西武ライオンズの試合を８月２９日に

帯広の森野球場で予定しております。以上です。 

嶋﨑教育長  これから質疑に入ります。 

佐々木委員  ４３ページの「本を読んでファイターズを応援しよう」キャンペ

ーンについて、申し込みをして抽選でファイターズの試合に招待さ

れるということですけれども、帯広の試合なのか、札幌での試合に

招待されるということなのでしょうか。 

前原 館長  日本ハムファイターズの読書促進全道キャンペーンとして行うも

のです。帯広ではなくて札幌ドームで９月６日、７日、８日、１４

日の４つの試合から選んで申し込むという形です。 

佐々木委員  学校がお休みの日ですよね。 

前原 館長  ６日が金曜日、７日、８日が土日、１４日は土曜日です。 

佐々木委員  ありがとうございます。 

嶋﨑教育長  他になければ、質疑を終結し、本件を終了します。 

  その他（２）寄附受納についてを議題といたします。 

  直ちに説明を求めます。 

佐藤 課長  企画総務課の寄附についてご報告いたします。議案書４９ページ

でございます。児童の防犯・安全の啓発を目的といたしまして、北

海道道路整備株式会社様から、いかのおすしの安全啓発標識一式、

60 万円相当を西小学校及び柏小学校に設置していただきました。昨

年度は稲田小学校、啓北小学校に設置していただき、今年は２年目

となってございます。以上です。 

藤沼 課長  学校教育課からは、学校教育の振興のための奨学事業や教育の研

究に役立てるためとして、市外在住者の方から４件、計 9 万 3 千円、

帯広東ロータリークラブ様から 20 万円のご寄附をいただいており

ます。また、光南小学校の教育環境の充実を図るためとして、光南

サッカー少年団様より、サッカーゴール一式、31 万円相当のご寄附

をいただいております。以上です。 
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中小原課長  議案書５０ページをご覧ください。生涯学習課からは、一般社団

法人、茶道裏千家淡交会帯広支部様から、座卓兼用テーブル２台を

ご寄附いただきました。とかちプラザの茶室で利用させていただき

ます。以上です。 

渡邊 課長  文化課からは、市外在住者の方から２件、計 5 万 2 千円を風土の

根ざした文化の振興のためご寄附いただきました。以上です。 

前原 館長  図書館からは、帯広平原ライオンズクラブ様、市外在住者の方か

ら３件、計 16 万 6,422 円を図書資料充実のためとしてご寄附いただ

いております。以上です。 

柚原 園長  動物園からは、５１ページでございます。５件、計 43 万 126 円を

ご寄附いただいております。なお、上段のおびひろ動物園協会様に

つきましては、園内に設置された募金箱に入園者の方々が募金され

たものでございます。以上です。 

河瀬 主幹  スポーツ振興室からは、市外在住者の方から１件、スポーツの振

興のためとして、1 万 6 千円のご寄附をいただきました。以上です。 

嶋﨑教育長  これから質疑に入ります。 

藤澤 委員  西小学校と柏小学校の児童へ防犯・安全の啓発を行うためとあり

ますが、こちら側から西小と柏小と決めたのでしょうか。 

佐藤 課長  希望する学校に応募していただいた上で、地域バランスや設置す

る場所の状況など、総合的に判断をさせていただきまして、学校に

ついては、こちらで決めさせていただきました。 

藤澤 委員  ありがとうございます。 

嶋﨑教育長  別になければ、質疑を終結し、本件を終了します。 

  事務局から、その他説明事項はありますか。 

事 務 局  ございません。 

嶋﨑教育長  事務局からは特にないようですが、各委員からご意見、ご質問等

があれば、お受けいたします。 

各 委 員  ありません。 

嶋﨑教育長  別になければ、質疑を終結し、本件を終了します。 

  以上で本日の日程はすべて終わりました。 

  これをもちまして、令和元年第９回帯広市教育委員会会議を閉会

いたします。 


